
入札公告（消防施設工事） 
 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和８年４月１０日 

独立行政法人日本芸術文化振興会  

分任契約担当役国立文楽劇場長 佐藤 和男 

 

 

１. 工事概要 

（１）工 事 名 国立文楽劇場安全・老朽化対策（自動火災報知設備受信機等更新）工事 

（２）工事場所 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１２番１０号（国立文楽劇場構内） 

（３）工事概要 本工事は国立文楽劇場の自動火災報知設備の受信機、防災盤、表示機及び中継器等の

更新を実施する。 

（４）工  期 契約締結日の翌営業日から令和９年３月５日（金）までとする。 

（５）本工事は、資料の提出、入札等を紙入札方式により行う。 

 

２. 競争参加資格 

（１）独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第１６条及び第１７条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）文部科学省建設工事の一般競争（指名競争）参加資格において、令和７・８年度の「消防施設

工事」又は「電気工事」でＡ等級の認定を受けている者。なお、独立行政法人日本芸術文化振興

会一般競争（指名競争）参加資格において、当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている

者とみなす。 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」と

いう。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会から「独立行

政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準」に基づく取引停止措置（以

下取引停止措置）という。）又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要

領」（平成１８年１月２０日付け１７文科施第３４５号文教施設企画部長通知）に基づく指名停止

措置を受けていないこと。 

（５）平成２３年度以降に元請けとして、完成・引渡しが完了した、次の①から③に掲げる基準を満た

す同種工事の実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場

合のものに限る。）。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者

が上記の施工実績を有すること。 

① 構造：鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物（但し共同住宅「消防法

施行令防火対象物の５項ロに該当するもの」及び含むものは除く。） 

② 実績規模：１０，０００㎡以上の建物の火災報知設備受信機（総合防災盤含む。）を設置した実

績のあるもの（１台の受信機の警戒区域が１０,０００㎡以上の場合は、複数建物の合計「直接

火災感知器を接続し警戒するもの」も可。） 

③ 工種：新築または改修工事に含まれるものでも可。 

（６）次に掲げる施工実績を満たす監理技術者又は主任技術者を専任で当該工事に配置できること。 

① 構造：鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 

② 施工実績：自動火災報知設備受信機の設置（Ｒ型、ＧＲ型）を施工した実績 

③ 工種：新築または改修工事に含まれるものでも可。 



④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

主任技術者にあっては「１級消防施設工事施工管理技士」、「１級電気工事施工管理技士」又は国

土交通大臣が同等と認める資格を有するもの。 

（７）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（入札説明書参照）。 

（８）大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県に本店、支店又は営業所が所在すること。 

（９）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科

学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと（入札説明書参照）。

分任契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 

 

３. 入札手続等 

（１）契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒５４２－００７３ 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１２番１０号 

独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場事業推進課 中西 

電話番号 ０６－６２１２－５０８５（ダイヤルイン） 

（２）入札説明書の交付期間及び方法 

入札説明書は、令和８年４月１０日（金）から独立行政法人日本芸術文化振興会ＨＰ(トップペ

ージ＞入札情報一覧）又は上記３．（１）にて交付する。入札説明書の交付は無料とする。 

（３）申請書及び資料の提出期間、場所並びに方法 

令和８年４月１０日（金）から令和８年５月１５日（金）午後５時まで 

上記（１）に持参又は郵送（提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）によ

り提出すること。 

※（１）～（３）の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時までとする。 

（４）競争執行の日時及び場所 

令和８年５月２５日（月） 午前１１時 

大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１２番１０号 

独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場 ５階会議室 

 

４. その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金 免除 

（３）契約保証金 契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、保険会社との

間に分任契約担当役を被保険者とし、債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契

約を締結し、その証書を提出する場合又は保険会社と債務の履行を保証する公共工事履行保証証券

による保証契約を付し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証

金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１００分の１０以上とする。 

（４）入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書又は資料に虚偽の記

載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札、入札に関する条

件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第１６条第１項各号

に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を

落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

（５）落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第６条の規定に基づいて

作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行

がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範

囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることが

ある。 

（６）契約書作成の要否 要 



（７）誓約書の提出 本競争の参加希望者は、申請書提出時に、分任契約担当役が別に指定する暴力団

等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 

（８）誓約書の遵守 上記（７）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反する

こととなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 

（９）関連情報を入手するための照会窓口 上記３．（１）に同じ。 

（１０）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記２．（２）に掲げる一般競争参加資格

の認定を受けていない者も上記３．（３）により申請書及び資料を提出することができるが、競争

に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を

受けていなければならない。 

（１１）「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」（独立行政法人日本芸術文化振興会ＨＰ 

トップページ＞調達情報）を参照の上、その内容について同意了承すること。（  参照：

https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html ） 

（１２）詳細は入札説明書による。 


